
名古屋国税局・税務署 

令令和和４４年年分分  住住宅宅借借入入金金等等特特別別控控除除チチェェッックク表表  
＜家屋を新築又は取得した場合＞ 

（令和４年 1月１日から令和４年 12月 31日までの間に入居した場合） 

 《このチェック表は確定申告書、住宅借入金等特別控除額の計算明細書及び必要書類と一緒に提出してください。》 

★ 適用する住宅借入金等特別控除の判定 

１ 該当する次のいずれか１つに○をつけてください。 

 
特別特例取得 

 
特例特別特例取得 

 
左記以外 

① 消費税額等の税率が 10％である。 

② 一定の期間に契約を締結している。 

※ 「一定の期間」とは、新築（注文住宅）の場合は、令和２年 10 月１日

から令和３年９月 30 日までの期間、分譲住宅又は中古住宅の取得の場合

は、令和２年 12月１日から令和３年 11月 30日までの期間をいいます。 

① 左記の「特別特例取得」

に該当する。 

② 適用対象となる家屋の

床面積（登記面積）が 40

㎡以上 50㎡未満である。 

左記のいずれにも該当しな

い。 

下表により、チェックすべき適用要件と必要書類の番号を確認してください。 

２ 該当する次のいずれか１つに○をつけて 

ください。 

特別特例取得又は特例特別特例取得 

に該当する場合※ 左記以外の場合 

 住宅を新築等（新築又は建築後使用された
ことのないものの取得）した。 

適用要件１ 共通 ２ 新築等 必要書類１ 家屋に関するもの 

 
買取再販住宅を取得した。 

適用要件１ 共通 ４ 中古住宅 

必要書類１ 家屋に関するもの 

適用要件１ 共通 ３ 買取再販住宅 

必要書類１ 家屋に関するもの 

 中古住宅（買取再販住宅を除く。）を取得した。  適用要件１ 共通 ４ 中古住宅 必要書類１ 家屋に関するもの 
 

３ 次に該当する場合は〇をつけてください。 

特別特例取得又は特例特別特例取得 

に該当する場合※ 左記以外の場合 
新築等 買取再販・中古 

 
認定長期優良住宅又は認定低炭素住宅を
新築又は取得した。 

適用要件 
５ 認定住宅等 

必要書類 
２ 認定住宅等に関するもの 

 
適用要件５ 認定住宅等 

必要書類２ 認定住宅等に関するもの 

 ZEH 水準省エネ住宅又は省エネ基準適合住
宅を新築又は取得した。 

  
適用要件５ 認定住宅等 

必要書類２ 認定住宅等に関するもの 

 家屋の新築又は取得とともに敷地も取得した。 適用要件６ 敷地も取得した場合 必要書類３ 敷地に関するもの 

※ 「特別特例取得」又は「特例特別特例取得」に該当する場合であっても、「特別特例取得又は特例特別特例取得に該当する場合」の控除
を適用しないことを選択することができます。 

「特別特例取得又は特例特別特例取得に該当する場合」の控除と「左記以外の場合」の控除とは、控除額の計算方法等が異なりますので、

制度の詳細等は、国税庁のホームページ（タックスアンサー）をご覧ください。 

★ 適用要件（該当する番号の全ての要件を満たすことが必要です。） 
１ 共通 

共通要件 チェック欄 

 家屋の所有者（登記の名義人）は、申告する者と同一である。 □ 

 家屋の新築又は取得の日から、６か月以内に入居し、令和４年 12 月 31日まで引き続き住んでいる。 □ 

 

令和２年分から令和７年分までのいずれかの年分において、「居住用財産の譲渡所得の課税の特例」
など※の特例を受けていない（受ける予定がない。）。 
※「居住用財産の譲渡所得の課税の特例」などとは、①居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例、②居住用

財産の譲渡所得の特別控除（被相続人に係る居住用財産の譲渡所得の特別控除を除く。）、③特定の居住用財産の買換え・

交換等の場合の長期譲渡所得の課税の特例、④既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換

え・交換等の場合の譲渡所得の課税の特例をいいます。 

□ 

 

適用対象となる家屋の床面積（登記面積）の２分の１以上を専ら自己の居住用としている。 

（注）居住用の家屋を２以上有する場合には、主として居住の用に供する家屋に限ります。 

⇒ 「★ 必要書類」１（家屋の登記事項証明書）や家屋の設計図などで確認してください。 

□ 

 

金融機関等から令和４年 12 月 31 日現在の残高（予定額）が記載された「住宅取得資金に係る借入
金の年末残高等証明書」の交付を受けている。 

⇒ 「★ 必要書類」５（住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書）で確認してください。 
□ 

 

家屋の新築又は取得に係る借入金等は、10年以上にわたり分割して返済することとされている新築
又は取得のための一定の借入金又は債務である。 

⇒ 「★ 必要書類」５（住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書）で確認してください。 
□ 

Ⅰ 
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２ 新築等（新築又は建築後使用されたことのないものの取得） 

３ 買取再販住宅 

適用対象となる買取再販住宅の要件等 チェック欄 

 宅地建物取引業者から取得した家屋である。 □ 

 宅地建物取引業者から取得した時点において、新築した日から 10 年を経過した家屋である。 □ 

 宅地建物取引業者から取得した時点において、建築後に使用されたことのある家屋である。 □ 

 

宅地建物取引業者からの取得前２年以内にその宅地建物取引業者が取得をし、次の１から７までの
いずれかに該当する増改築等をした家屋である（該当するものに〇をつけてください。）。 

⇒ 「★ 必要書類」10（増改築等工事証明書）で確認してください。 

□ 

 １ 増築、改築、建築基準法に規定する大規模の修繕又は大規模の模様替え（第１号工事） 

 ２ マンションなどの区分所有建物のうち、区分所有する部分の床、階段又は壁の過半につい
て行う一定の修繕又は模様替え（第２号工事） 

 ３ 家屋（マンションなどの区分所有建物にあっては、区分所有する部分に限ります。）のう
ち次の一室の床又は壁の全部について行う修繕又は模様替え（第３号工事） 

 イ 居室 ロ 調理室 ハ 浴室 ニ 便所 ホ 洗面所 ヘ 納戸 ト 玄関 チ 廊下 

 ４ 家屋について行う地震に対する安全性に係る基準に適合させるための一定の修繕又は模様
替え（第４号工事） 

 ５ 家屋について行う高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適
合させるための一定の修繕又は模様替え（第５号工事） 

 ６ 家屋について行うエネルギーの使用の合理化に資する一定の修繕又は模様替え（第６号工
事） 

 ７ 給水管、排水管又は雨水の侵入を防止する部分に係る修繕又は模様替え（既存住宅売買瑕
疵担保責任保険契約が締結されているものに限る。）（第７号工事） 

 
の増改築等に要した工事費用の総額が、家屋の売買価額（税込）の 20％に相当する金額（300万

円を超える場合は、300万円）以上である。 
□ 

 
次のいずれかに該当する。 
① １から６までの工事費用の額の合計額が、100 万円を超えている。 
② ４から７までのいずれかの工事費用の額が、それぞれ 50 万円を超えている。 

□ 

 

次のいずれか（認定住宅等として控除を受ける場合は、①又は②のいずれか）に該当する家屋である。 

① 昭和 57 年１月 1日以後に建築されたもの ⇒ 「★ 必要書類」１（家屋の登記事項証明書）で確認してください。 

② 地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準又はこれに準ずるものに適合すること
が家屋の取得の日前２年以内に証明されたもの 

⇒ 「★ 必要書類」７（耐震基準適合証明書など）で確認してください。 

③ ①及び②の要件に当てはまらない家屋で、その家屋の取得の日までに耐震改修を行うことにつ
いて申請をし、かつ、居住の日までにその耐震改修により家屋が耐震基準に適合することにつき
証明がされたもの        ⇒ 「★ 必要書類」８（耐震基準適合証明書など）で確認してください。 

□ 

 
その家屋の取得時において自己と生計を一にし、その取得後においても引き続き自己と生計を一に
している親族等から取得したものでない。 

□ 

 
適用対象となる家屋の床面積（登記面積）が、50 ㎡以上である。 
(注)家屋が店舗併用住宅や共有である場合についても、その家屋全体の床面積で判定します。 

⇒ 床面積（登記面積）については、「★ 必要書類」１（家屋の登記事項証明書）で確認してください。 
□ 

 令和４年分の合計所得金額が 2,000 万円以下である。 □ 

住宅を新築等した場合の要件 チェック欄 

①又は②のいずれかに該当する。(注)家屋が店舗併用住宅や共有である場合についても、その家屋全体の床面積で判定します。 

⇒ 床面積（登記面積）については、「★ 必要書類」１（家屋の登記事項証明書）で確認してください。 

□ 

 

① 

イ 適用対象となる家屋の床面積（登記面積）が、50㎡以上である。 

ロ 令和４年分の合計所得金額が 2,000 万円以下（特別特例取得に該当する場合には、3,000

万円以下）である。 

② 
イ 適用対象となる家屋の床面積（登記面積）が、40㎡以上 50㎡未満である。 

ロ 令和４年分の合計所得金額が 1,000万円以下である。 
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４ 中古住宅 

５ 認定住宅等 

６ 敷地も取得した場合 

家屋の新築又は取得とともにその家屋の敷地の取得をした場合の要件 チェック欄 

 家屋とその家屋の敷地の所有者（登記の名義人）は、申告する者と同一である。 □ 

 

次の１から５までのいずれかの項目に該当する（該当するものに○をつけてください。）。 

□ 

 １ 家屋とその家屋の敷地を一括して取得した。⇒ 「★ 必要書類」17（敷地の登記事項証明書）で確認してください。  

 ２ 家屋の新築の日前２年以内にその家屋の敷地を取得した場合で、 
イ 金融機関、地方公共団体等からの借入金等については、次の①に該当する。 

ロ 公務員共済組合等又は給与所得者の使用者からの借入金等については、次の①又は②のいずれか

に該当する。 

① その敷地に係る借入金（債務）又は債務保証を担保するために、その新築家屋を目的とする抵

当権が設定されている。 

② その敷地の上に、家屋を一定期間内に建築することが条件とされており、その家屋の新築及び

敷地の取得が、貸付けの条件に従って行われたことにつき貸付者等により確認されている。 

⇒ 「★ 必要書類」１（家屋の登記事項証明書）や「★ 必要書類」19（一定期間内に家屋が建築されたことをその

貸付けをした者等が確認した旨を証する書類）で確認してください。 

 ３ 家屋の新築の日前に、３か月以内の建築条件付でその家屋の敷地を取得した。 
⇒ 「★ 必要書類」20（３か月以内の建築条件が定められていることを明らかにする書類）で確認してください。 

 ４ 家屋の新築の日前に、一定期間内の建築条件付でその家屋の敷地を取得した。 
⇒ 「★ 必要書類」21（一定期間内の建築条件が定められていることを明らかにする書類）で確認してください。 

 ５ 家屋の新築工事の着工の日後に、独立行政法人住宅金融支援機構等から受領した借入金
で、その家屋の敷地を取得した。 

 
その家屋の敷地の取得時において自己と生計を一にし、その取得後においても引き続き自己と生計
を一にしている親族等から取得したものではない。 

□ 

適用対象となる中古住宅の要件等 チェック欄 

 

①又は②のいずれかに該当する。(注)家屋が店舗併用住宅や共有である場合についても、その家屋全体の床面積で判定します。 

⇒ 床面積（登記面積）については、「★ 必要書類」１（家屋の登記事項証明書）で確認してください。 

□ 
 

① 

イ 適用対象となる家屋の床面積（登記面積）が、50㎡以上である。 

ロ 令和４年分の合計所得金額が 2,000 万円以下（特別特例取得に該当する場合には、

3,000 万円以下）である。 

② 
イ 特例特別特例取得に該当する。 

ロ 令和４年分の合計所得金額が 1,000万円以下である。 

 適用対象となる家屋は、建築後使用されたことのある家屋である。 □ 

 「３  

※ 特別特例取得又は特例特別特例取得に該当する場合の控除を適用する場合は、取得の日以前 20年以内（耐火建築物の場合は 25

年以内）に建築されたものに該当するか、「３ のいずれかに該当する必要があります。 

□ 

 「３  □ 

種 類 適用対象となる認定住宅等の要件 チェック欄 

認定長期
優良住宅 

新築又は取得した家屋は、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する認定長期
優良住宅に該当するものとして一定の証明がされた建物である。 

⇒ 「★ 必要書類」13（長期優良住宅建築等計画認定通知書など）で確認してください。 

□ 

認定低炭
素 住 宅 

新築又は取得した家屋は、「都市の低炭素化の促進に関する法律」に規定する低炭素建築物
又は低炭素建築物とみなされる特定建築物に該当するものとして一定の証明がされた建物
である。   ⇒ 「★ 必要書類」14・15（低炭素建築物新築等計画認定通知書など）で確認してください。 

□ 

Z E H 水 準
省エネ住宅 

新築又は取得した家屋は、特定エネルギー消費性能向上住宅（エネルギーの使用の合理化
に著しく資する住宅（断熱等性能等級５以上及び一次エネルギー消費量等級６以上の住
宅））に該当するものとして一定の証明がされた建物である。 

⇒ 「★ 必要書類」16（住宅省エネルギー性能評価書など）で確認してください。 

□ 

省エネ基準 
適合住宅 

新築又は取得した家屋は、エネルギー消費性能向上住宅（エネルギーの使用の合理化に資
する住宅（断熱等性能等級４以上及び一次エネルギー消費量等級４以上の住宅））に該当す
るものとして一定の証明がされた建物である。 

⇒ 「★ 必要書類」16（住宅省エネルギー性能評価書など）で確認してください。 

□ 

Ⅲ 
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★ 必要書類 

１ 家屋に関するもの  

番号 書類の名称 新築等 
買取 
再販 中古 

1 
家屋の登記事項証明書（原本）（法務局で交付を受けられます。） 

※ 計算明細書への不動産番号の記載又は登記事項証明書（写）の提出に代えることができます。 
  なお、税務署等の相談会場で計算明細書を作成する場合には、登記事項証明書を持参してください。 

□ □ □ 

２ 
請負契約書（写）又は家屋の売買契約書（写）など、家屋の新築（購入）の年月日、家屋の請負代

金又は購入の対価の額及び契約年月日を明らかにする書類 
(注)追加工事があった場合は、追加工事に係る請負契約書（写）も併せて必要になります。 

□ □ □ 

３ 
国又は地方公共団体から受ける補助金等の名称や金額を明らかにする書類 
(注)申告するときまでに交付されていない補助金等がある場合は、交付見込額を確認してください。 (□) (□) (□) 

４ 
住宅取得等資金の贈与の特例の適用を受けた額を明らかにする書類 (贈与税の申告書の写しなど) 
(注)１ 住宅の取得対価の額から贈与の特例を受けた金額を差し引く必要があります。 

２ 令和３年以前に贈与を受けた方も対象です。 
(□) (□) (□) 

５ 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書（複数の交付を受けている場合は、その全ての証明書） □ □ □ 

６ 【住民票に異動のない場合】入居年月日を明らかにする書類 (□) (□) (□) 

７ 

買取再販住宅及び中古住宅の取得で【３ 買取再販住宅の ②に該当する家屋である場合】次のいずれかの書類 
イ 建築士等が作成する耐震基準適合証明書（原本） 

 ロ 登録住宅性能評価機関が作成する建設住宅性能評価書（写） 
ハ 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約に係る付保証明書（原本） 

  
《□》 
《□》 
《□》 

 
《□》 
《□》 
《□》 

８ 

買取再販住宅及び中古住宅の取得で【３ 買取再販住宅の ③に該当する家屋である場合】 
耐震改修に係る請負契約書（写）のほか、次のイからニまでのいずれかの書類 
イ 建築物の耐震改修計画の認定申請書（写）及び耐震基準適合証明書（原本） 

ロ 耐震基準適合証明申請書（又は仮申請書）（写）及び耐震基準適合証明書（原本） 

ハ 建設住宅性能評価申請書（又は仮申請書）（写）及び建設住宅性能評価書（写）（耐震等級（構造

躯体の倒壊等防止）に係る評価が等級１、等級２又は等級３であるもの） 

ニ 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約の申込書（写）(当該契約の申込日が記載されているものに限り

ます。)及び既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約に係る付保証明書（住宅瑕疵担保責任保険法人が引

受けを行う一定の保険契約に限ります。） 

 
  
  

 （□） 
 《□》 
 《□》 
 《□》 

 
 《□》 
  

  
  

 （□） 
 《□》 
 《□》 
 《□》 

 
 《□》 
  

９ 
【中古住宅を独立行政法人都市再生機構等から取得し、その取得に係る債務の承継に関する契約で

ある場合】債務の承継に関する契約書（写） 
 (□) (□) 

10 【３ 買取再販住宅である場合】建築士等が作成する増改築工事証明書（原本）  □  

11 
【３ 買取再 ７に該当する増改築等である場合】 
住宅瑕疵担保責任保険法人が発行した既存住宅売買瑕疵担保責任保険の保険付保証明書（原本） 

 (□)  

12 【給与所得者である場合】令和４年分給与所得の源泉徴収票 【□】 【□】 【□】 

２ 認定住宅等に関するもの 

３ 敷地に関するもの（敷地の取得に係る借入金等がある場合のみ）

 

番号 書類の名称 
認定 
長期 

認定 
低炭素 

ZEH 水準又は 
省エネ基準 

13 

【認定長期優良住宅である場合】次のイ及びロの書類※ 

 イ 長期優良住宅建築等計画の認定通知書（写）（計画の変更の認定を受けた場合は、変更認
定通知書（写）） 
なお、認定計画実施者の地位の承継があった場合は、地位の承継に係る承認通知書（写）も併せて必要になります。  

 ロ 市区町村の住宅用家屋証明書（写しも可）又は認定長期優良住宅建築証明書 
※ 長期優良住宅建築等計画の認定通知書の区分が「既存」に該当する場合は、ロの書類は提出不要です。 

□ 
 
 

(□) 

  

14 

【低炭素建築物である場合】次のイ及びロの書類 
 イ 低炭素建築物新築等計画の認定通知書（写）（計画の変更の認定を受けた場合は、低炭素

建築物新築等計画変更認定通知書（写）） 
なお、認定計画実施者の地位の承継があった場合は、地位の承継に係る承認通知書（写）も併せて必要になります。  

 ロ 市区町村の住宅用家屋証明書（写しも可）又は認定低炭素住宅建築証明書 

 

 
□ 
 
 
□ 

 

15 【低炭素建築物とみなされる特定建築物である場合】市区町村の特定建築物用の住宅用家屋証明書   □  

16 

【ZEH水準省エネ住宅又は省エネ基準適合住宅である場合】次のいずれかの書類 
 イ 建築士等が作成する住宅省エネルギー性能証明書（原本） 
 ロ 登録住宅性能評価機関が作成する建設住宅性能評価書（写） 
※ 買取再販住宅又は中古住宅である場合は、家屋の取得の日前２年以内（令和４年 10 月１日以後の取得の場合は、

取得の日以後６か月以内）に証明のための家屋の調査が終了したもの又は評価されたものに限ります。 

  

 
《□》 
《□》 

番号 書類の名称 
家屋と敷地の 
一括購入 

新築の日前２
年以内に購入 

３か月以内の
建築条件付 

一定期間内の
建築条件付 

17 
敷地の登記事項証明書（原本）（マンションなどで家屋の登記事項証明書に敷地権の表示があれば不要） 

※ 計算明細書への不動産番号の記載又は登記事項証明書（写）の提出に代えることができます。 
  なお、税務署等の相談会場で計算明細書を作成する場合には、登記事項証明書を持参してください。 

□ □ □ □ 

18 敷地の売買契約書（写）などで敷地の取得の対価の額を明らかにする書類 □ □ □ □ 

19 一定期間内に家屋が建築されたことをその貸付けをした者等が確認した旨を証する書類  （□）   

20 ３か月以内の建築条件が定められていることを明らかにする書類   （□）  

21 一定期間内の建築条件が定められていることを明らかにする書類    （□） 

※ □は提出すべき書類、（□）は該当する場合に提出すべき書類、《□》はいずれかを 

提出すべき書類、【□】は申告書の作成に必要な書類です（提出の必要はありません。）。 

 

Ⅳ 


